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大阪府内市町村の平成１９年度普通会計決算状況に

ついては、平成１９年度地方財政状況調査の結果をと

りまとめたものが、本誌１１月号別冊資料集に掲載さ

れている。本稿では、歳入総額の中の市町村税収入

について、徴収実績の概況を紹介しつつ、若干の解

説を加えることとしたい。

なお、本稿において市町村税とあるのは、国民健

康保険税を含まないものである。

Ⅰ．市町村の決算

平成１９年度の府内市町村決算（普通会計）の規模

は、単純合計（政令市を含む。）で、

歳　入　　　３兆５,０００億円

（前年度　３兆５,０１２億円）

歳　出　　　３兆４,８５８億円

（前年度　３兆４,８６３億円）

となっている。対前年比では、歳入が０.０３％、歳出

が０.０２％とそれぞれ微減している。

平成１９年度の府内市町村の歳入決算額の状況は第

１表のとおりである。

これによると、歳入総額３兆５,０００億円の主な内訳

は、市町村税１兆６,１９７億円（構成比４６.３％）、国庫

支出金５,１０８億円（同１４.６％）、諸収入２,７９６億円（同

８,０％）、地方債２,７８８億円（同８.０％）、地方交付税

１,８３１億円（同５.２％）、府支出金１,３９７億円（同４.０％）、

地方消費税交付金９４４億円（同２.７％）などとなって

いる。

市町村税収の増減率については、５.５％増となり、

３年連続で上昇している。また、歳入総額に占める

市町村税収入額の割合（以下「税収割合」という。）

は４６.３％となり、前年度比２.４％増となっている

（第１図）。

その他の歳入では、国庫支出金や府支出金などが

増、地方譲与税や地方交付税や地方特例交付金など

で減となっている。

主要な歳入に係る決算額の推移は第２図のとおり。

Ⅱ．市町村税収の状況

平成１９年度の税収割合は、前述したように、前年

度を２.４％上回る伸びを見せているが、これは、歳入

総額が前年度比であまり変化がなかったのに比べ、

市町村税では前年度比５.５％の増となったためであ

る。これを府内市町村の団体区分別にみたのが第２

表である。

これによると、税収割合は、都市が４９.９％と最も

高く、大都市と町村はそれぞれ４３.４％で同率となって

いる。前年度からは、大都市で２.１％、都市で２.７％、

町村で５.０％と大幅な増となっているが、税収割合

が一番高い都市でも、５０％を７年連続で割り込んで

いる。

なお、平成１９年度の税収割合別団体数は第３表の

とおり。

（１）平成１９年度税目別市町村税収入額の特徴

前述したように、平成１９年度の市町村税の収入

市町村税収入の状況

歳入総額に占める市町村税収入額の割合

歳入決算

決算規模

はじめに

平成１９年度市町村税徴収実績の概況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４４－９１１７）
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額は１兆６,１９７億円で、税源移譲の影響により前年

度より８４４億円の増収となっている。増減率でみる

と５.５％の増加で、昨年に引き続き前年度を上回る

結果となった。

そこで以下では、平成１９年度の税目別市町村税

収入額（第４表、第３図）を基に、主要税目に係

る特徴を概観することとする。

①市町村民税個人均等割及び所得割

個人均等割については、６５歳以上の者に係る

非課税措置の廃止の影響等により、１.８％の増
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第１図　歳入別構成割合の推移

第１表　歳入決算額の状況
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加となっている。また、所得割については、税

源移譲の影響等により、１５.５％（額にして６３８

億円）の大幅な増加となっている。

なお、所得割の伸長率を団体区分別にみると、

大都市で１７.３％増、都市で１４.４％増、町村で

１８.３％の増となっている。

②市町村民税法人均等割及び法人税割

法人関係では、景気の伸びを受け、法人均等

割が２.５％、法人税割が４.２％のそれぞれ増とな

っている。

なお、法人税割の伸長率を団体区分別にみる

と、大都市で２.０％増、都市で１０.６％増、町村

では２１.０％の増となっている。

③（純）固定資産税及び都市計画税

（純）固定資産税については、１.５％（額に

して９２億円）の増となっている。これは、地価

の下落により土地に係る税収が０.３％（額にし

て９億円）減少したが、新増築分の家屋が増え

たことなどにより、家屋に係る税収が３.４％（額

にして９１億円）増加したことが大きく影響して

おり、また、償却資産についても、設備投資等

が増えたことにより１.１％（額にして１０億円）増

加している。

なお、都市計画税についても、同様の理由で、

１.５％（額にして１９億円）増加している。

④市町村たばこ税

市町村たばこ税については、消費の低迷等に

より、１.７％（額にして１２億円）の減少となっ

ている。

（２）市町村税収入額の対前年度伸率の推移

主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移

は第５表のとおりである。

市町村税収入総額の伸率については、市町村税

の基幹となる市町村民税と固定資産税の動向に大

きく左右されるが、市町村民税の伸率については、

個人分が１５.２％増、法人分が３.９％増となってお

り、全体では１１.０％の増となっている。一方、（純）

固定資産税についても、土地で、０.３％減少した

ものの、家屋で３.４％、償却資産で１.１％の増とな

ったことにより、全体では１.５％の増となり、平

78 自治大阪 ／ 2008 － 11

０ 

５,０００ 

１０,０００ 

１５,０００ 

２０,０００ 

２５,０００ 

３０,０００ 

３５,０００ 

４０,０００ 

４５,０００ 

１５ １６ １7 年度 

億円 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １8 １9

35,001

市町村税 

国庫支出金 

地方債 

地方交付税 

その他 

3.5

△9.6

△2.2

13.7

6.2

0.7

21.7

△2.2

△3.1

22.2

5.1

12.9

4.9

2.4

17.5

△2.6

6.8

3.9

△1.9

△10.9

0.2

7.9

2.4

3.2

△5.8

3.3

17.5

△4.3

13.8

20.6

7.8

60.4

△2.2

16.6

△28.2

△4.2

11.2

△3.6

△18.4

△7.9

△0.3

△2.1

△1.9

5.0

1.0

△1.4

4.5

△3.8

3.2

12.0

△2.7

△3.1

△4.4

8.4

2.1

△1.6

△3.4

△0.5

3.8

△14.6

△1.3

△5.6

1.3

△0.8

△14.1

△1.3

△5.6

1.3

△0.8

△14.1

3.5

△9.6

△2.2

13.7

6.2

0.7

21.7

△2.2

△3.1

22.2

5.1

12.9

4.9

2.4

17.5

△2.6

6.8

3.9

△1.9

△10.9

0.2

7.9

2.4

3.2

△5.8

3.3

17.5

△4.3

13.8

20.6

7.8

60.4

△2.2

16.6

△28.2

△4.2

11.2

△3.6

△18.4

△7.9

△0.3

△2.1

△1.9

5.0

1.0

△1.4

4.5

△3.8

3.2

12.0

△2.7

△3.1

8.4

△1.6

△3.4

△0.5

3.8

△14.6

△4.4

2.1

２.３ 

△９.７ 

２.３ 

△６.１ 

△１４.５ 

２.３ 0.00.0

△20.3

0.5

3.2

5.5

△９.７ 

２.３ 

△６.１ 

△１４.５ 

0.0

△20.3

0.5

3.2

5.5

第２図　歳入別決算額の推移
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成１１年度以来、実に８年ぶりに前年度を上回るこ

ととなった。この様に、市町村民税と固定資産税

がともに増加したことにより、税収合計では５.５％

増となり、３年連続で前年度を上回ることとなっ

た。

なお、市町村税収入総額と２大税目に係る収入

額の対前年度伸率を第４図に示している。

（３）地方財政計画における税収入額との比較

市町村税収入額の対前年度伸率と地方財政計画

による市町村税収入額の対前年度伸率を比較した

ものを第６表に掲げた。

これによると、平成１９年度における府内市町村税

収入額の対前年度伸率は、地方財政計画（１０.５％

増）を５.０％下回る５.５％増となっている。これは

主として、法人税割額の伸率が、地方財政計画に

おいては、３０.９％増であるのに対し府計で４.２％

増となっていることなどによる。

（１）平成１９年度決算における税目別構成割合

平成１９年度の府内市町村税収入額の税目別構成

割合は、第５図のとおりである。

税目別構成割合の順位については、市町村民税が

４５.９％（前年度４３.６％）と最も高く、次いで（純）

固定資産税の３８.９％（前年度４０.５％）、都市計画税

の７.９％（同８.２％）、市町村たばこ税の４.２％（同

４.５％）の順となっており、その他の税目につい

ては、３.１％（同３.２％）という状況になってい

る。

このように、市町村税の基幹税目である市町村

民税と（純）固定資産税の収入額を合わせると、

実に市町村税収入総額の８４.８％（前年度８４.１％）

を占める結果となっている。

なお、税目別構成割合を団体区分別にみると第

６図のとおりである。

税目別構成割合
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第２表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合
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第４表　税目別市町村税収入額の推移

第３表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合別団体数
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第３図　市町村税収入額の推移

第５表　主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移
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第４図　市町村税収入額の対前年度伸率の推移

第６表　市町村税収入額の対前年度伸率比較表
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（２）構成割合の推移

税収入総額に占める税目別構成割合の推移は、

第７表のとおりである。

これによると、市町村民税は、平成１０年度以降

その割合は低下傾向にあったが、平成１５年度以降

上昇に転じ、平成１９年度では対前年度２.３％増の

４５.９％となっている。固定資産税については、平

成１５年度以降その割合は年々下降しており、平成

１９年度においても前年度に引続き市町村民税の構

成割合を下回る３９.４％（前年度４１.０％）となって

いる。

Ⅲ．税負担の状況

府内市町村における住民１人当たりに換算した税

収入の状況は、第８表のとおりである。

これは（注）書にもあるように現年課税分及び滞

納繰越分の収入済額を、平成１７年１０月１日現在の国

勢調査人口で除して求めた額であるので、この額が

直ちに現実の税負担の水準を表すものではないこと

を、あらかじめお断りしておく。

市町村税全体では、大都市平均が２３４,４２５円（前

年度２２４,０９７円に対し４.６％増）、都市平均で１５１,２２９

円（前年度１４２,３３３円に対し６.３％増）、町村平均で

１４３,３５８円（前年度１２９,３７３円に対し１０.８％増）とな

っており、府内市町村平均では１８３,７０３円（前年度

１７４,１３４円に対し５.５％増）となっている。
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第５図　市町村税収入額の税目別構成割合

第６図　団体区分別市町村税収入額の税目別構成割合（単位：％）
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税目別に見た場合、市町村民税の法人分及び（純）

固定資産税については、大都市とそれ以外では、そ

の格差が非常に大きくなっている。

なお、大都市における「その他の税」の額が高い

のは都市計画税、事業所税などの影響によるもので

ある。

Ⅳ．税源拡充（超過課税）の状況

府内で３２市３町が超過課税を実施しているが、こ

れに伴う平成１９年度の増収額は、第９表のとおりで

ある。

これによると、総額は３２８億９８百万円で前年度３１

３億６３百万円と比較して、１５億３５百万円、４.９％増

となっている。

実施団体の内訳では、法人均等割が１４市２町、法

人税割が３２市３町となっており、資本の金額等の区

分による不均一課税を併せて実施している団体が１１

市１町ある。

なお、平成１９年度からは、岬町が固定資産税の超

過課税を府内で初めて実施している。

Ⅴ．徴収率の概況

平成１９年度における市町村税全税目に係る徴収率

（以下、「総合徴収率」という。）の状況は、第１０表の

とおりである。

これによると、現年課税分と滞納繰越分を合わせ

た府計では、平成１４年度まで１２年連続で低下してい

たが、平成１５年度で下げ止まり、平成１６年度からは

上昇に転じ、平成１９年度においても対前年度０.５％

増の９４.５％となっている。

これを団体区分別にみると、大都市で０.４％、都

市で０.８％、町村においても１.０％上昇している。

平成１８年度において団体区分別に全国における数

平成１９年度　徴収の状況
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第７表　税収入総額に占める税目別構成割合の推移

第８表　住民一人当たり税収入額 第９表　法人市町村民税の超過課税による増収額
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第１０表　総合徴収率の状況

第１１表　主要税目の徴収率の推移

第１３表　徴収率の段階区分別団体数
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第１２表　総合徴収率順位表
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値と比較すると、府内の大都市では全国平均を１.０％

下回るものの、都市では１.０％、町村では１.２％それ

ぞれ上回っている。

なお、全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

は第７図のとおりである。

主要税目ごとの徴収率の推移は第１１表のとおりで

ある。

これによると、現年課税分、滞納繰越分の別に前

年度と比較した場合、現年課税分では、（純）固定資

産税が０.１％、軽自動車税が０.２％それぞれ上昇して

いるが、市町村民税が０.１％下降していること等か

ら、全体では０.１％の下降となっている。

滞納繰越分では、市町村民税が０.６％下降している

が、（純）固定資産税が０.７％、軽自動車税が０.２％

それぞれ上昇していること等から、全体では０.１％

の上昇となっている。

なお、平成１８年度において府計と全国計とを比較

してみると、現年課税分については、市町村民税と

軽自動車税が全国計を下回っているものの、（純）固

定資産税は上回っており、全体では、０.１％上回っ

ている。

また、現年課税分及び滞納繰越分の合計について

も、軽自動車税が全国計を４.６％下回っているもの

の、（純）固定資産税が１.０％上回っていること等か

ら、全体では０.７％上回っている。

府内市町村を現年課税分と滞納繰越分を合わせた

総合徴収率の順に並べたのが第１２表である。

これによると、平成１８年度から平成１９年度にかけ

て順位が５ランク以上上昇しているのが４市１町１

村、５ランク以上下落したのが５市１町となってい

る。また、大半の市町村（３８市町村）において総合

徴収率が上昇した反面、３団体は前年度を下回る結

果となった。

なお、市町村ごとの総合徴収率による段階区分は

第１３表のとおりであり、９０％に満たない市町村が前

年度の４市２町から４市１町に減少している。

市町村ごとの現年課税分と滞納繰越分の総合徴収

率の相関は第８図のとおりである。

これによると、現年課税分、滞納繰越分ともに府

平均（除政令市）を上回っている市町村は６市町村

（前年度１０市町村）、ともに下回っている市町村は９

市町村（同９市町村）となっている。

Ⅴ．おわりに

以上、平成１９年度における市町村税の徴収実績を

掲載するに当たって、その概況について若干の説明

を加えた。

府内の市町村税収は、平成１９年度の個人住民税か

ら実施された税源移譲により、国へ納める所得税が

減り、都道府県や市町村に納める個人住民税増えた

ことから３年連続の増収となった。税源移譲の対象

となった個人住民税所得割の現年課税分を見ると、

大半の市町村（４１団体）で対前年度を下回り、前年

度比０.７％減の９７.３％となっており、税源移譲によ

り調定増となった分を取り切れていない状態である。

そもそも税源移譲は、「地方にできることは地方

に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権

限・責任を拡大して、地方分権を一層推進すること

を目指し、国庫補助負担金改革の振替えで行われた

ものであり、徴収率の低下は、自分自身で財源を減

らしているということであり、更なる徴収体制の強

化が求められる。

徴収事務は、そのノウハウを維持しながら、人の

力・組織力で対応しなければならず、適切な組織体

制と人材の養成が必要であるが、各市町村において

は、全庁的な人員削減がなされる中で、徴収部門に

おいても厳しい状況が見られる。

こうした中においては、専門のノウハウを持った

府税や国税ＯＢなどの非常勤職員の活用や、現存職

員が滞納処分に専念できるよう電話による納税慫慂
しょうよう

事務や管理部門の外部委託などを進め、計画的かつ効

率的な徴収事務の強化策の検討が必要となってくる。

市町村別の徴収率の状況

税目別の徴収率の状況
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徴収体制の弱体化は、直接、市町村の財源に大き

く関わるものであり、今般の厳しい財政状況の中で

は許されるものではない。また、税の公平性を確保

し、多くの善良な納税者の信頼・期待に応えること

は、税務職員の使命であるといえる。

各市町村においては、これまでの大阪府専任スタ

ッフ等による徴収支援により、一定のノウハウが定

着しているが、これからの分権時代に向け、更なる

徴収強化に向けた取組みが求められるところである。
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第７図　全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

第８図　平成１８年度　現年課税分と滞納繰越分の徴収率
の相関図
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